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食品の製造・加工、調理、販売等を行う全て
の食品事業者で取り組むことになります！
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厚労省が主体となり、HACCP
制度化が検討されています。

厚⽣労働省は今年に⼊り、⾷品事業者に対して2年後を目途に⾷品事業者における
衛⽣管理⼿法の国際標準である「HACCP（ハサップ・ハセップ）」の導⼊を義務化す
る方針を明らかにしました。

アメリカ・EU各国では既に、⾷品加工工場から街の飲⾷店までHACCPが導⼊され
ていますが、日本では全ての⾷品事業者まで浸透していませんでした。
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最新情報は
厚生労働省
ホームペー
ジをご確認
下さい！

HACCPを一言で表
すと「科学的合理性に
基づき、製品の安全性
を確保する衛生管理手
法」と言えます。

1960年代、アメリ
カで、宇宙食の高度な
安全性を確保するため
構想されました。



※製品についての詳細は
営業員までお尋ね下さい。

HACCPでは異物混⼊や微⽣物により汚染された⾷品の流出を防ぐ為、
原料の⼊荷・製造・出荷という⼀連の過程に潜むリスクを洗い出します。
とくに健康に害を及ぼす危害要因については、発⽣を抑える対策、その
チェック方法、問題の対処方法を落とし込んだ衛⽣計画を作成します。

計画を実践し、記録をとることで日々の衛⽣が上⼿く運用されている
か確認できる為、もし⾷中毒事件が発⽣した場合にも、記録から発⽣源
を特定することが出来るのです。HACCPの考え方に基づく⾷品衛⽣管
理の方法を「計画」し、それを「実践」し、「記録」するという、⼀連
のプロセスを経ることで、⾃然と衛⽣管理の「⾒える化」に繋がります。

厚労省はHACCPの制度化・義務化に際して、⾷品加工工場などを対象
とした「基準A」と、飲⾷店、給⾷施設、弁当製造業などを対象とした
「基準B」を策定するとしています。

基準B

基準A

HACCPと聞くと⾝構えがちですが、これまでの衛⽣管理の⼿法と全く
異なるという訳ではありません。施設の清掃や従業員の健康管理などの
⼀般衛⽣管理が基本土台であり、その上に体系的に整備された⾷中毒予
防の基本３原則（つけない・増やさない・やっつける）に沿った衛⽣管
理を計画・実践し、記録することが制度化される⾒込みです。

なお現段階では検討事項が多い為、今後の動向に注目です。

来年の通常国会で⾷品衛⽣法等、関係法令の改正案が提出され、今後
各⾷品業界団体と厚労省が調整して、個別の⾷品や業態毎に参考となる
⼿引書（ガイダンス）を策定、公表する予定です。

HACCP制度化の具体的な施⾏時期に際しては
未だ検討事項となっています
が、⾷品衛⽣の７Sなど
衛⽣管理の基本的なことを
⾒直しておくことで、
HACCP制度化をスムーズに
受け⼊れる第⼀歩となります。

HACCP = 「衛生管理計画」＋「実践」＋「記録・保管」

食品衛生の７S
□清潔 □清掃
□しつけ（習慣化）
□整理 □整頓
□洗浄 □殺菌
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